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　今回の改正で最も大きな変更点の一つが、安全衛生対策
の対象者が拡大されることです。
　これまでは企業の従業員が主な対象でしたが、今後は同じ
場所で働く個人事業主やフリーランス、一人親方なども労働
安全衛生法における保護の対象となります。

5月の給与明細を確認しましょう。            　  
会社員等の健康保険制度の場合
➡2026年度の料率は一律で「0.23％」となります。

　健康保険の標準報酬月額に料率をかけて、労使折半での
負担となり、5月支給の給与から徴収が開始されます。
　健康保険料と同様、一時金でも徴収されます。

　この料率は、健康保険料率の内数になります。
　給与明細では「健康保険料」に含まれ表示されます。
※区別して明細に記載する場合もあります。

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
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例：月額30万円の会社員の場合

　　負担額は345円（30万円×0.23％÷2）。

「子ども・子育て支援金」4月より徴収

2026年度　安全衛生センター年間活動計画2026年度　安全衛生センター年間活動計画
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■　安全衛生の取り組み

　　　　　　　　　　　　鈴木浩久　理事　（自動車総連　全トヨタ労働組合連合会）鈴木浩久　理事　（自動車総連　全トヨタ労働組合連合会）

　私たち全トヨタ労働組合連合会では、労働災害や疾病の撲滅を目指し、誰
もが安全で安心して働ける職場づくりと、安全意識の高い人づくりに取り組
んでいます。
　具体的な取り組みとして、次の２つをご紹介します。
①　職場づくりの観点
　　加盟組合で発生した災害事例をタイムリーに共有し、類似工程の確認や
　日頃のKY活動等に活用しています。これにより、類似災害の未然防止活
　動につなげています。
②　人づくりの観点
　加盟組合が自立して災害未然防止活動を推進できるように毎年2回、安全衛生・心身の健康に関す
るセミナーを開催しています。
　安全担当執行委員の方々が、安全推進のリーダーシップを発揮できるように知識・スキルを習　得
する場として活用いただいています。
　全トヨタ労働組合連合会は、加盟組合と一体となり、そこに集う全ての仲間が安全で安心して働け
る職場を実現する、という強い意志を持って、今後も取り組みを進めていきます。

　　　　新任理事挨拶新任理事挨拶
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